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出所：厚生労働省「職業病認定対策室調」より

過重労働による精神障害等の労災保障支給決定数の推移

戦戦後後最最悪悪のの労労働働者者のの実実 ��������態態
��������ささららにに始始ままるる労労働働法法のの改改悪悪

今
は
、「
毎
年
、
暮
ら
し
は
良
く
な

り
、
ゆ
と
り
が
あ
る
」
と
言
え
る
労

働
者
は
い
な
い
。
独
占
企
業
の
利
益

拡
大
の
一
方
で
労
働
者
側
の
賃
金
が

伸
び
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
。
労
働
苦
と
と
も
に
実
質
賃
金
が

引
き
下
げ
ら
れ
、
以
前
よ
り
生
活
水

準
が
絶
対
的
に
低
下
し
、
不
安
が
高

ま
っ
て
い
る
。

手
当
も
含
め
た
低
賃
金
に
よ
る
購

買
力
の
低
下
や
長
時
間
過
密
労
働
・

人
手
不
足
・
失
業
状
態
は
、
そ
の
最

も
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
そ
の
他
に

増
税
や
社
会
保
障
負
担
増
な
ど
の
社

会
的
諸
要
因
が
労
働
者
の
不
安
を
高

め
、
貧
困
化
を
進
め
て
い
る
。
そ
し

て
政
治
的
な
諸
条
件
と
し
て
、
労
働

法
改
悪
と
戦
争
を
目
指
す
悪
政
が
そ

れ
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。

労
働
法
の
な
し
崩
し
改
悪
で

「
働
き
方
の
多
様
化
」が
進
む

労
働
法
の
な
し
崩
し
改
悪
が
続
い

て
い
る
。
政
府
と
独
占
企
業
は
「
日

本
型
雇
用
の
見
直
し
」「
場
所
と
時
間

に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
」「
生
涯
現

役
」「
女
性
の
活
躍
」「
Ｄ
Ｘ
・
Ｇ
Ｘ
の

推
進
」「
円
滑
な
労
働
移
動
」「
副
業
・

兼
業
」
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

掲
げ
、
実
行
し
て
き
た
。
一
方
、
戦

後
最
低
と
い
う
労
働
組
合
の
組
織
率

と
抵
抗
の
後
退
傾
向
を
食
い
止
め
る

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

そ
れ
と
と
も
に
、「
労
働
時
間
・
職

場
・
労
働
者
・
使
用
者
・
賃
金
・
雇

用
」と
い
う
、労
働
の
基
本
的
な
概
念

も
崩
さ
れ
、「
働
き
方
の
多
様
化
」
が

進
ん
だ
。
特
に
女
性
と
高
齢
者
の
労

働
に
お
い
て
無
権
利
・
低
賃
金
・
非
正

規
化
が
著
し
い
。
労
働
基
準
法
に
も

あ
る
1
日
1
時
間
の
育
児
時
間
や
生

理
休
暇
も
死
語
と
な
り
、
労
働
安
全

衛
生
法
に
あ
る
「
中
高
年
齢
者
等
に

つ
い
て
の
配
慮
」
も
放
棄
さ
れ
た
。

正
社
員
も
多
様
化
さ
れ
、「
限
定
正

社
員
」「
ク
ル
ー
ズ
」「
ジ
ョ
ブ
型
社

員
」
な
ど
と
、
正

規
の
概
念
も
会
社

単
位
で
壊
さ
れ
て

い
る
。
政
府
調
査

に
よ
れ
ば
雇
用
者

の
テ
レ
ワ
ー
ク
率

は
2
0
2
2
年
に

は
26
・
1
％
に
上

昇
。
基
本
的
な
設

備
費
用
も
労
働
条

件
も
ほ
と
ん
ど

「
自
己
責
任
」
と

さ
れ
て
い
る
。

実
質
的
な
労
働

者
が
労
働
者
と
し

て
扱
わ
れ
な
い
実

態
は
急
激
に
深
刻

化
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
民

間
で
推
計
1
6
0
0
万
人
、
ギ
グ
ワ

ー
カ
ー
（
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
短
時
間

・
単
発
の
仕
事
を
す
る
人
）
は
同
じ

く
7
0
0
万
人
。
外
国
人
労
働
者
は

届
出
2
0
0
万
人
と
過
去
最
多
で
あ

る
。人

事
評
価
を
は
じ
め
、
労
働
者
内

の
格
差
づ
く
り
と
競
争
が
あ
お
ら

れ
、「
職
場
で
賃
金
要
求
の
話
が
で
き

な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
事
態
と
な

り
、
労
働
者
全
体
の
権
利
が
押
し
下

げ
ら
れ
て
き
た
。

労
働
災
害
や
職
業
病
は

明
ら
か
に
多
発
傾
向

結
果
と
し
て
、
労
働
者
の
心
身
の

健
康
が
壊
さ
れ
て
い
る
。
統
計
の
健

康
診
断
有
所
見
率
（
再
検
査
な
ど
の

健
康
不
調
率
）
で
は
、
全
体
で
58
％

以
上
、
地
方
公
務
員
は
80
％
以
上
の

過
去
最
悪
傾
向
が
続
い
て
い
る
。「
喫

煙
や
飲
酒
は
良
く
な
い
」
と
い
っ
た

話
で
は
す
ま
な
い
。「
過
労
こ
そ
が
万

病
の
元
」。ま
た
「
人
手
不
足
」
も
、

過
労
な
ど
の
先
行
き
不
安
に
よ
っ
て

働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
基
本
的
な
要
因
で
あ

る
。

過
去
最
多
の
労
災
統
計

あ
く
ま
で「
氷
山
の
一
角
」

一
般
的
な
労
働
災
害
も
多
発
傾
向

で
、
2
0
2
2
年
の「
死
傷
者
数（
休

業
4
日
以
上
）」
は
3
万
2
3
5
5

人
（
前
年
比
1
7
6
9
人
増
）
と
過

去
20
年
間
で
最
多
。「
業
務
上
疾
病
者

数
（
休
業
4
日
以
上
）」
は
9
5
0

6
人
（
前
年
比
7
6
7
人
増
）
と
、

過
去
28
年
間
で
最
多
と
な
っ
た
。「
精

神
傷
害
等
」
で
は
7
1
0
人
（
前
年

比
81
人
増
）
で
あ
り
、
統
計
上
で
も

過
去
最
多
で
あ
る
。

公
表
さ
れ
て
い
る
労
災
統
計
の
数

字
は
、
あ
く
ま
で
「
氷
山
の
一
角
」。

統
計
に
は
公
務
員
は
含
ま
れ
ず
、
通

勤
災
害
や
認
定
に
時
間
を
要
し
た
も

の
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ

な
ど
の
感
染
症
の
労
災
な
ど
も
含
ま

れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
認
定
以
前
の
職
場
で
の

「
労
災
隠
し
」
も
悪
質
に
な
っ
て
い

る
。
事
業
主
に
は
法
的
に
「
労
災
手

続
き
の
助
力
義
務
」
が
あ
る
が
、
実

際
に
は
個
々
の
労
働
者
の
労
災
補
償

も
主
張
で
き
な
い
状
況
が
あ
る
。

憲
法
と
同
じ
く
労
働
法
も
な
し
崩

し
改
悪
か
ら
明
文
改
悪
に
向
か
お
う

う
と
し
て
い
る
。
2
0
2
1
年
に
は

事
務
所
衛
生
・
労
働
安
全
規
則
が
改

悪
さ
れ
た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
。

・
救
急
用
具
の
品
目
規
定
が
な
く

な
り
事
業
者
の
判
断
に
さ
れ
た
。

・
照
度
基
準
の
「
粗
な
作
業
70
ル

ク
ス
以
上
」
が
な
く
な
っ
た
。

・
男
女
共
通
ト
イ
レ
設
置
で
、
男

女
別
ト
イ
レ
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
削
減

で
き
る
と
し
た
。

こ
の
間
、
厚
生
労
働
省
の
研
究
会

・
審
議
会
の
報
告
が
い
く
つ
も
出
さ

れ
て
い
る
。「
解
雇
金
銭
解
決
制
度
」

「
外
国
人
労
働
者
技
能
実
習
制
度
」

「
育
児
・
介
護
の
両
立
支
援
」「
無
期

転
換
ル
ー
ル
や
裁
量
労
働
制
」「
新
し

い
時
代
の
働
き
方
」
な
ど
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
労
働
法
の
改
悪
に
つ
な

が
る
。

次
の
報
告
も
露
骨
だ
。「
労
働
基
準

法
制
は
、
自
ら
の
希
望
や
キ
ャ
リ
ア

を
踏
ま
え
て
自
発
的
に
働
き
方
を
選

択
し
よ
う
と
す
る
人

の
妨
げ
に
な
ら
な
い

よ
う
…
ま
た
、
企
業

が
働
く
人
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
を
支
え
る
取

り
組
み
を
後
押
し
で

き
る
よ
う
、『
多
様
性

尊
重
の
視
点
』
に
立

っ
て
整
備
さ
れ
て
い

く
こ
と
が
重
要
」

「
労
使
の
適
正
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
は
か
ら
れ
る
よ
う

な
労
働
基
準
法
制
と

す
る
」（「
新
し
い
時

代
の
働
き
方
に
関
す

る
研
究
会
報
告
書
」

2
0
2
3
年
10
月
）

と
し
て
い
る
。「
多
様

性
尊
重
」
を
掲
げ
、

企
業
内
労
使
関
係
に

個
々
の
労
働
者
を
押

し
込
め
、
健
康
も
仕

事
も
「
自
己
責
任
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
労
働
法
と
は
い
え
な
い
。

「
本
人
同
意
」で
労
働
法
の

改
悪
が
狙
わ
れ
て
い
る

政
権
と
結
合
し
て
い
る
経
団
連
は

Ｄ
Ｘ
時
代
だ
か
ら
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
し
」
を
主

張
す
る
。
例
え
ば
職
場
巡
視
と
事
業

所
ご
と
の
毎
月
開
催
の
安
全
衛
生
委

員
会
の
実
質
撤
廃
止
化
だ
（「
Ｄ
Ｘ

時
代
の
労
働
安
全
衛
生
の
あ
り
方
に

関
す
る
提
言
」
2
0
2
3
年
5
月
）。

こ
れ
は
な
し
崩
し
改
悪
か
ら
明
文
改

悪
を
求
め
る
典
型
だ
。
ま
た
「
労
働

時
間
規
制
緩
和
」
�
長
時
間
労
働
促

進
も
一
貫
し
て
要
求
し
て
い
る
。
特

に
裁
量
労
働
制
拡
大
だ
。

危
険
な
の
は
「
真
に
自
発
的
な
本

人
同
意
」
に
よ
っ
て
「
副
業
・
兼
業

の
推
進
に
向
け
た
割
増
賃
金
規
制
の

見
直
し
」「
介
護
の
両
立
支
援
等
に
資

す
る
深
夜
労
働
の
割
増
賃
金
規
制
の

見
直
し
」（
2
0
2
3
年
度
9
月
規
制

改
革
要
望
）
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。

す
で
に
2
0
1
9
年
の
厚
生
労
働

省
の
検
討
会
が
「
複
数
職
場
の
労
働

時
間
は
通
算
せ
ず
、
事
業
所
ご
と
に

管
理
す
る
」
と
い
う
報
告
を
ま
と
め

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、「
兼
業
・
副

業
」
の
実
態
を
拡
げ
、
女
性
の
深
夜

長
時
間
労
働
も
含
め
て
「
本
人
同

意
」
で
、
そ
の
割
増
賃
金
す
ら
払
わ

な
く
て
い
い
と
す
る
方
針
だ
。
日
本

の
戦
後
史
に
お
い
て
も
、
国
際
的
に

も
、
例
を
み
な
い
悪
質
な
労
働
法
改

悪
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

政
権
と
独
占
企
業
体
は
「
多
様
性

尊
重
」「
本
人
同
意
」「
自
己
責
任
」

で
、
労
働
者
を
分
断
し
、
さ
ら
に
労

働
法
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

労
働
者
側
の
強
み
は
数
で
あ
り
、

個
々
人
は
弱
く
て
も
団
結
す
る
こ
と

で
抵
抗
す
る
力
に
な
る
。
失
業
・
貧

困
・
労
働
苦
と
い
う
共
通
の
実
態
に

立
っ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
ず
、
身

近
な
職
場
・
地
域
か
ら
団
結
し
て
声

を
上
げ
、
戦
後
最
悪
な
労
働
政
策
の

流
れ
を
変
え
て
い
こ
う
！

（
一
般
社
団
法
人
全
国
労
働
安
全
衛

生
研
究
会
代
表
・
山
田
厚
）
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